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【民 法 問題】  

 

 

次の文章を読んで［問］に答えなさい。 

 

 Ｂは、２００３年６月１０日に兄Ａから甲地の贈与を受け、現在まで畑とし

て使用してきたが、所有権移転登記はしていなかった。２００６年８月１０日

にＡが死亡し、Ａの子Ｃが単独相続することになり（Ａの子はＣひとりで、Ａ

の妻［Ｃの母］もＡより前に亡くなっていた）、甲地についてもＣへの相続登

記がなされた。２０１０年７月１０日に自分の経営する会社の経営状態が悪化

したＣは、甲地をＤに売却し、登記名義もＤに移転した。  

 この事案につき、以下の各場合について答えなさい。  

 

［問１］Ｄが、２０１４年２月５日にＢに対し甲地の明渡しを請求した場合、  

かかる請求は認められるか。Ｂの時効取得の可能性に留意して論じ  

てなさい。  

 

［問２］Ｂとの明け渡し請求が難航したのに嫌気がさしたＤは、２０１４年  

７月１５日にＥに甲地を売却し、登記も移転した。この場合、Ｂは  

Ｅに対し甲地の所有権を主張しうるか。  
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［１］Ｄが、２０１４年２月５日にＢに対し甲地の明渡しを請求した場合、かかる請求は 

認められるか。Ｂの時効取得の可能性に留意して論じて下さい（３５点）。 

＜解説＞ 

（１）Ｄが２０１４年２月５日の時点でＢに対し甲地の明け渡しを請求するためには、Ｄ 

がＣから有効に所有権を取得し、かつ対抗要件を具備していることが必要である。本件で

は、甲地はまずＡからＢに贈与され、その後、Ａの相続人ＣからＤに譲渡されているが、

被相続人Ａと相続人Ｃは同一視されるので、本件はＡ（Ｃ）Ｂ間、Ａ（Ｃ）Ｄ間の二重譲

渡となる（相続介在二重譲渡）。従って、Ｂは登記がなければＤに対抗することができな

いので、Ｄの明渡請求は認められることになる（１０点）。 

  ＜採点基準＞ 

①相続介在二重譲渡への言及ー５点 

②Ｂは登記がなければ対抗できないことー５点 

 

（２）しかし、本問では、Ｂは２０１４年２月５日の時点で１０年以上甲地を占有してお

り、かつ善意無過失占有なので、甲地を時効取得しているとも考えうる。しかし、１６２

条では「他人の物」の占有と規定されているので、Ｂがそもそも甲地を時効取得しうるの

かどうか、また、Ｂには登記がないので登記のあるＤに対して時効取得を主張しうるのか

という点も問題となる。 

１）前者の問題は「自己の物」の時効取得といわれる問題であるが、判例・通説は、以下

のような理由から、１６２条の「他人の物」は例示であるとして、「自己の物」の時効取

得を認めている。 

①時効は、何人を問わず永続する事実状態を権利関係に高めようとする制度なので、自己

の物に対する時効取得を排除する必要はない。 

②二重譲渡では登記の不備などで自己の所有権を対抗できない場合があり、その意味で他

人物ととしての色彩がある。 

③自己の物でも、立証の困難や対抗力の不備を補う実益がある。 

２）また、後者の問題については、判例は、時効取得者は、時効完成前の第三者、時効完

成時の所有者は当事者であるので、登記なくして時効取得を対抗しうるとしている。 

 従って、判例の立場に立てば、本問では、Ｂは登記なくしてＤに時効取得を主張しえ、

それゆえ、甲地の明け渡しに応じなくてもよいことになる。 

＜採点基準＞ 

①問題設定ー５点 

②「自己物の時効取得」についての規範の提示ー８点 

③あてはめー２点 

④登記の要否についての規範の提示ー８点 

③あてはめー２点 

 

 



 

［２］Ｂとの明け渡し請求が難航したのに嫌気がさしたＤは、２０１４年７月１５日にＥ 

に甲地を売却し、登記も移転した。この場合、ＢはＥに対し甲地の所有権を主張しうる か

（１５点）。 

＜解説＞ 

 上記の通り、Ｂは甲地について時効取得しうるが、時効完成後の第三者であるＥに対し

ては登記なくして対抗しえない、すなわちＢとＥとは二重譲渡となり、対抗関係になると

するのが判例である（最判昭和３３年８月２８日等）。 

 本問では、Ｂには登記なく、Ｅに登記あるので、ＢはＥに甲地の所有権を主張できない。 

＜採点基準＞ 

①時効完成後の第三者とは、二重譲渡の関係になり、時効取得者は時効取得を登記なくし 

て対抗できないとする判例理論について言及していれば１０点。 

②本問での「あてはめ」ー５点 

 

［採点講評］ 

本問は、「相続介在二重譲渡」、「自己の物の時効取得」、「時効取得と登記」といっ

た基本的な問題に対する理解を問うものであり、「相続介在二重譲渡」、「時効取得と登

記」については、殆どの人が、判例の見解を前提とした一定水準の解答をしていた。差が

見られたのは、「自己の物の時効取得」という論点で、この問題についての言及が見られ

ない答案が一定数あった。また、自己の物の時効取得が可能であるとした解答においても、

その理由付けがなされていないものも目立った。 

なお、本問では、Ｂが甲地を時効取得しうるためには、Ｂの占有が善意無過失であるこ

とが必要であるが、この点についての検討がないままに、Ｂが１０年以上占有しているの

で甲地を時効取得しうるとしている解答が多かったのは残念である。 
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